
近接施工協議申請書（様式－1）を作成し交通局へ提出

回答書を受領後、工事請書（様式ー２）・
工事着手届（様式ー３）に記入し交通局へ提出

NO近接施工協議申請書に不備なし

現場着工可能

工事完了後、工事完了届（様式ー４）に記入し交通局へ提出

近接協議の手順

現場着工可能

申請者

凡例

YES

NO

交通局

• 地下鉄構造物から30ｍ以内の
施工である

• 「建築にあたっての事前届出
書」に交通局と協議必要と記
載がある

START

END

YES
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